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議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
手
話
で
つ
む
ぐ

住
み
よ
い
ま
ち
枚
方
市
手
話

言
語
条
例
の
制
定
」
案
を
原

案
の
と
お
り
、
満
場
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

本
条
例
は
、
手
話
に
対
す

る
理
解
及
び
ろ
う
者
に
対
す

る
理
解
や
手
話
の
普
及
の
促

進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

を
定
め
る
も
の
で
す
。

手
話
へ
の
理
解
を
深
め

共
生
社
会
の
構
築
を

質
問

条
例
制
定
を
機
と
し

た
取
組
と
、
手
話
通
訳
等
の

課
題
に
対
す
る
効
果
を
聞
く
。

な
お
、
ろ
う
者
が
社
会
生

活
の
中
で
生
き
生
き
と
活
動

し
、
市
民
や
事
業
者
が
手
話

を
言
語
と
認
識
し
て
理
解
が

深
ま
る
共
生
社
会
の
構
築
に

取
り
組
む
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
で
条
例
の
目
的

等
を
広
く
周
知
す
る
。ま
た
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
遠
隔
手

話
通
訳
を
実
施
し
、
当
事
者

の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
。

ろ
う
者
へ
寄
り
添
う

丁
寧
な
支
援
を

質
問

条
例
で
示
す
事
業
者

の
役
割
は
曖
昧
な
点
が
多
く
、

通
常
求
め
ら
れ
る
合
理
的
配

慮
に
つ
い
て
当
事
者
と
認
識

が
異
な
る
事
態
を
懸
念
す
る

が
、
市
の
見
解
を
聞
く
。

な
お
、市
の
責
務
と
し
て
、

ろ
う
者
へ
寄
り
添
う
丁
寧
な

支
援
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

答
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手
話
で
の
対
応
が
難

し
い
場
合
は
、
少
し
で
も
ろ

う
者
が
わ
か
り
や
す
い
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
の
工

夫
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
考

え
て
い
る
。

財
政
的
な
支
援
も
行
い

実
効
性
あ
る
取
組
に

質
問

手
話
通
訳
の
配
置
等

の
取
組
を
進
め
た
く
て
も
過

重
な
負
担
か
ら
ち
ゅ
う
ち
ょ

す
る
事
業
者
等
に
対
し
、
財

政
的
措
置
等
の
支
援
が
必
要

と
考
え
る
が
、見
解
を
聞
く
。

な
お
、
単
な
る
理
念
条
例

で
は
な
く
実
効
性
あ
る
取
組

に
つ
な
げ
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

手
話
や
ろ
う
者
へ
の

理
解
の
下
、
過
重
な
負
担
と

な
ら
な
い
範
囲
で
取
り
組
ん

で
も
ら
う
こ
と
を
基
本
と
考

え
る
が
、
他
市
の
支
援
状
況

等
を
調
査
研
究
し
て
い
く
。

協
議
体
を
設
置
し

当
事
者
と
課
題
整
理
を

質
問

関
係
団
体
等
の
待
望

の
条
例
で
あ
る
が
、
制
定
後

の
具
体
的
な
取
組
や
進
め
方

を
話
し
合
う
協
議
体
の
設
置

を
求
め
る
声
が
多
数
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
見
解
を
聞
く
。

な
お
、
当
事
者
と
共
に
、

求
め
る
施
策
の
洗
い
出
し
や

課
題
の
整
理
を
要
望
す
る
。

答
弁

施
策
に
係
る
審
議
は

当
事
者
も
参
加
す
る
社
会
福

祉
審
議
会
の
専
門
分
科
会
で

行
う
が
、
具
体
的
な
施
策
の

実
施
に
は
、
ろ
う
者
や
手
話

通
訳
者
等
に
意
見
聴
取
す
る
。

手
話
は
言
語
で
あ
る
こ
と

周
知
や
啓
発
の
推
進
を

質
問

手
話
は
言
語
で
あ
る

こ
と
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
は
、
全
て
の
人
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の

観
点
等
か
ら
大
切
と
考
え
る
。

要
望
が
多
い
病
院
で
の
手
話

通
訳
に
係
る
取
組
を
聞
く
。

な
お
、
手
話
通
訳
の
依
頼

が
見
込
ま
れ
る
関
係
機
関
等

へ
、
実
効
性
の
あ
る
周
知
や

啓
発
を
行
う
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

手
話
対
応
や
ろ
う
者

へ
の
理
解
が
図
れ
る
よ
う
、

特
に
医
療
機
関
向
け
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
配
布
す
る
。
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議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
市
立
ひ
ら
か
た

病
院
の
使
用
料
及
び
手
数
料

条
例
の
一
部
改
正
」
案
を
原

案
の
と
お
り
、
満
場
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

こ
の
改
正
は
、
市
立
ひ
ら

＊

か
た
病
院
が
地
域
医
療
支
援

病
院
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ

と
を
見
据
え
、
国
に
よ
り
非

紹
介
患
者
初
診
料
加
算
金
が

一
定
以
上
と
な
る
よ
う
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対

応
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

窓口で手話通訳を行う様子
（写真中央が手話通訳者）

＊

地
域
医
療
支
援
病
院
…

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提

供
、
医
療
機
器
等
の
共
同
利

用
の
実
施
等
を
行
い
、
か
か

り
つ
け
医
等
へ
の
支
援
を
通

じ
て
地
域
医
療
の
確
保
を
図

る
病
院
の
こ
と
。

市立ひらかた病院

初診料加算金
助
成
制
度
等

緩
和
措
置
の
検
討
は

質
問

今
回
の
改
正
で
、
市

立
ひ
ら
か
た
病
院
の
小
児
科

を
か
か
り
つ
け
医
の
紹
介
状

が
な
く
初
診
で
受
診
す
る
と
、

５
０
０
０
円
以
上
の
負
担
が

生
じ
、
市
民
の
不
安
を
懸
念

す
る
。
助
成
制
度
等
の
激
変

緩
和
措
置
を
関
係
部
署
と
横

串
連
携
で
検
討
し
た
の
か
。

答
弁

義
務
化
さ
れ
て
お
り
、

緩
和
措
置
は
困
難
で
あ
る
。

か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
メ
リ

ッ
ト
や
地
域
医
療
の
役
割
分

担
の
意
義
等
を
関
係
部
署
等

と
連
携
し
広
く
伝
え
て
い
く
。

建
設
中
の
総
合
文
化
芸

術
セ
ン
タ
ー（
新
町
２
）

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
立
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
枚

方
市
立
生
涯
学
習
市
民
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
」
案

を
原
案
の
と
お
り
、
賛
成
多

数
で
可
決
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
市
駅
周

辺
再
整
備
事
業
に
伴
い
、
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
位
置
を

変
更
し
、
サ
ン
プ
ラ
ザ
生
涯

学
習
市
民
セ
ン
タ
ー
の
名
称

を
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ
ー

へ
改
め
る
と
と
も
に
位
置
を

変
更
す
る
も
の
で
す
。

両
セ
ン
タ
ー
の
変
更
後
の

位
置
は
次
の
と
お
り
で
す
。

位
置
…
岡
東
町
２
番
地
４

な
お
、
施
行
日
は
８
年
３

月
３１
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
で
す
。

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、「
（
仮
称
）枚
方
市

総
合
文
化
芸
術
セ
ン
タ
ー
建

設
工
事
（
建
築
工
事
）
請
負

変
更
契
約
締
結
」
議
案
を
原

案
の
と
お
り
、
満
場
一
致
で

可
決
し
ま
し
た
。

こ
の
契
約
変
更
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
防
止
及

び
地
中
埋
設
物
へ
の
対
応
や
、

北
側
道
路
擁
壁
の
杭
基
礎
の

追
加
等
に
伴
う
工
期
と
契
約

金
額
の
変
更
で
す
。

■
契
約
金
額
…
７６
億
９
１
１

７
万
円
（
２
億
８
５
６
８
万

円
増
）

※
１
万
円
未
満
四
捨
五
入

■
工
期
…
３
年
５
月
１７
日
ま

で
（
同
年
３
月
１９
日
ま
で
か

ら
延
長
）

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
事
務
分

掌
条
例
の
一
部
改
正
」
案
を

原
案
の
と
お
り
、
満
場
一
致

で
可
決
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
３
年
４
月
の
機

構
改
革
に
伴
う
も
の
で
、
土

木
部
の
事
務
分
掌
か
ら
「
里

山
の
保
全
及
び
振
興
に
関
す

る
こ
と
」
を
観
光
に
ぎ
わ
い

部
に
移
管
す
る
も
の
で
す
。

市
民
の
声
を
聞
か
ず
に

移
転
等
す
べ
き
で
な
い

質
問

サ
ン
プ
ラ
ザ
生
涯
学

習
市
民
セ
ン
タ
ー
を
名
称
変

更
し
、
駅
前
行
政
サ
ー
ビ
ス

ス
ペ
ー
ス
に
移
す
と
い
う
が
、

利
用
者
の
メ
リ
ッ
ト
と
利
用

料
に
つ
い
て
聞
く
。

な
お
、
利
用
者
の
意
見
を

全
く
聞
か
ず
に
移
転
等
を
進

め
て
い
く
べ
き
で
な
い
と
意

見
し
て
お
く
。

答
弁

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
一

体
的
に
提
供
す
る
拠
点
を
整

備
す
る
こ
と
で
利
便
性
等
の

向
上
を
図
る
。利
用
料
は
整
備

の
進
捗
を
踏
ま
え
検
討
す
る
。

駅
直
結
の
立
地
の
売
却

賃
貸
等
の
幅
広
い
検
討
を

質
問

市
が
床
を
区
分
所
有

す
る
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や

サ
ン
プ
ラ
ザ
生
涯
学
習
市
民

セ
ン
タ
ー
跡
地
は
、
駅
直
結

の
立
地
で
、
売
却
に
は
再
開

発
の
進
捗
も
踏
ま
え
た
検
討

が
必
要
だ
が
、見
解
を
聞
く
。

な
お
、
当
面
の
間
、
賃
貸

に
す
る
こ
と
な
ど
も
含
め
幅

広
い
検
討
を
要
望
す
る
。

答
弁

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
観
点
か
ら
延
べ
床
面

積
の
縮
減
へ
向
け
、
売
却
も

選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
、
庁

内
で
検
討
を
進
め
て
い
く
。

劇
場
内
多
機
能
ト
イ
レ

自
動
ド
ア
に
す
べ
き

質
問

総
合
文
化
芸
術
セ
ン

タ
ー
の
劇
場
外
の
多
機
能
ト

イ
レ
を
自
動
ド
ア
に
す
る
工

事
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
劇

場
内
に
あ
る
同
ト
イ
レ
の
設

置
箇
所
数
を
聞
く
。

な
お
、
劇
場
内
の
同
ト
イ

レ
の
ド
ア
は
全
て
手
動
と
い

う
が
、
誰
で
も
安
心
し
て
利

用
で
き
る
自
動
ド
ア
に
す
べ

き
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ

ー
等
の
エ
リ
ア
に
８
か
所
、

楽
屋
な
ど
の
エ
リ
ア
に
３
か

所
設
置
し
て
い
る
。

交
通
に
係
る
事
務

土
木
部
か
ら
移
管
を

質
問

里
山
に
係
る
事
務
を

土
木
部
か
ら
観
光
に
ぎ
わ
い

部
に
移
管
す
る
理
由
を
聞
く
。

な
お
、
土
木
部
所
管
の
交

通
に
係
る
事
務
を
地
域
活
性

化
に
取
り
組
む
部
署
に
移
管

し
、
交
通
の
視
点
を
取
り
入

れ
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

べ
き
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

今
後
、
観
光
に
ぎ
わ

い
部
所
管
の
森
林
整
備
の
取

組
に
は
、
土
木
部
所
管
の
地

元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
の
連

携
が
不
可
欠
な
こ
と
か
ら
、

一
元
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
児
童
福

祉
施
設
等
条
例
の
一
部
改

正
」
案
を
原
案
の
と
お
り
、

賛
成
多
数
で
可
決
し
ま
し

た
。今

回
の
改
正
は
、
渚
保
育

所
を
３
年
４
月
に
民
営
化
す

る
こ
と
に
伴
い
、
同
所
を
廃

止
す
る
も
の
で
す
。

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
損
害
賠
償
の
額
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
３

件
の
専
決
事
項
の
報
告
を
聴

取
し
ま
し
た
。

報
告
内
容
は
、
土
木
車
両

や
塵
芥
収
集
車
に
よ
る
物
損

事
故
に
関
す
る
も
の
で
す
。

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
国
民
健

康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
」

案
を
原
案
の
と
お
り
、
満
場

一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
①
基
礎

賦
課
限
度
額
の
変
更
②
保
険

料
の
軽
減
基
準
と
な
る
所
得

額
の
算
定
方
法
の
変
更
③
保

険
料
率
を
据
え
置
く
な
ど
基

礎
賦
課
総
額
及
び
保
険
料
率

の
特
例
を
定
め
る
も
の
で
す
。

国民健康保険
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
続
く
中

減
免
制
度
の
継
続
を

質
問

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
を

踏
ま
え
、
来
年
度
の
国
民
健

康
保
険
料
額
は
据
置
き
の
方

針
だ
が
、
一
部
で
引
上
げ
に

な
る
と
い
う
世
帯
は
、
国
保

世
帯
全
体
の
何
％
か
を
聞
く
。

な
お
、
自
営
業
者
等
の
暮

ら
し
は
厳
し
い
状
況
が
続
く

た
め
、
３
年
３
月
末
で
終
了

す
る
減
免
制
度
の
継
続
を
国

に
求
め
る
よ
う
要
望
す
る
。

答
弁

賦
課
限
度
額
の
引
上

げ
に
よ
り
所
得
の
多
い
世
帯

で
保
険
料
が
引
上
げ
と
な
り
、

全
体
の
０
・
９
％
と
見
込
む
。

安
全
教
育
の
徹
底
で

公
用
車
事
故
防
止
を

質
問

公
用
車
事
故
の
防
止

に
努
め
る
と
こ
れ
ま
で
繰
り

返
し
聞
い
て
き
た
が
、
改
め

て
具
体
的
な
対
策
を
聞
く
。

な
お
、
交
通
事
故
は
一
瞬

で
被
害
者
と
加
害
者
を
生
み
、

関
係
者
の
人
生
を
変
え
て
し

ま
う
こ
と
を
認
識
し
、
委
託

先
業
者
も
含
め
安
全
教
育
の

徹
底
を
要
望
す
る
。

答
弁

安
全
運
転
へ
の
日
々

の
啓
発
や
講
習
に
加
え
、
新

た
に
助
手
席
か
ら
の
死
角
や

車
両
感
覚
を
確
認
す
る
研
修

等
に
全
職
員
で
取
り
組
ん
だ
。

議
会
は
、
３
月
９
日
の
本

会
議
で
、
「
枚
方
市
介
護
保

険
条
例
の
一
部
改
正
」
案
を

原
案
の
と
お
り
、
賛
成
多
数

で
可
決
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
第
８
期

介
護
保
険
事
業
計
画
期
間
で

あ
る
３
年
度
か
ら
５
年
度
ま

で
の
保
険
料
率
に
つ
い
て
、

基
準
段
階
の
年
額
を
７
万
８

０
０
円
と
定
め
、
現
行
よ
り

３
５
０
０
円
、
約
５
・
２
％

の
増
加
と
す
る
も
の
で
す
。

引
継
ぎ
が
不
十
分
な

民
営
化
は
や
め
る
べ
き

質
問

２
年
４
月
、
５
月
の

緊
急
事
態
宣
言
の
間
、
運
営

法
人
へ
行
事
の
引
継
ぎ
が
で

き
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
保
護
者
説
明
会
の
今

年
度
の
開
催
状
況
を
聞
く
。

な
お
、
引
継
ぎ
が
不
十
分

な
中
で
の
民
営
化
は
す
べ
き

で
な
い
と
意
見
し
て
お
く
。

答
弁

引
継
ぎ
は
、
４
月
、

５
月
は
企
画
書
等
で
、
そ
れ

以
降
は
企
画
段
階
か
ら
行
っ

た
。
説
明
会
は
保
護
者
代
表

と
２
回
実
施
し
、
３
年
３
月

は
全
保
護
者
を
対
象
に
行
う
。

介
護
保
険
料
や
利
用
料

減
免
制
度
の
拡
充
を

質
問

こ
れ
ま
で
か
ら
介
護

保
険
料
や
利
用
料
の
減
免
制

度
の
拡
充
を
求
め
て
き
た
。

独
自
の
減
免
を
行
う
自
治
体

も
あ
り
、
適
切
な
減
免
制
度

に
取
り
組
む
べ
き
と
考
え
る

が
、
今
回
の
保
険
料
引
上
げ

に
際
し
て
検
討
し
た
の
か
。

答
弁

罹
災
や
収
入
の
著
し

い
減
少
が
あ
っ
た
場
合
な
ど

の
減
免
や
、
保
険
料
の
特
別

軽
減
等
を
行
っ
て
い
る
。
独

自
の
減
免
拡
充
は
、
保
険
制

度
に
お
け
る
負
担
の
公
平
性

の
観
点
か
ら
困
難
と
考
え
る
。
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